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１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅱ－１

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 業務運営の効率化

（１）機動的・効率的な組織運営

（２）内部統制の適切な運用

（３）管理会計の活用による経営管理の向上

（４）情報化の推進

当該項目の重要度、難易度 －

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終年

度値等）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な情報

無し

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価

業務実績 自己評価

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項

機構は、通則法に基づき、その業務

を適正かつ効率的に実施するととも

に、社会経済環境の変化に対応しなが

ら、持続的・安定的な経営基盤を確立

するため、適切かつ弾力的な業務運営

を行うこと。

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を

達成するためとるべき措置

独立行政法人として、自ら責任をも

って、その業務を適正かつ効率的に実

施するとともに、現下の厳しい社会経

済環境を踏まえつつ、その変化に対応

しながら、独立した経営体として持続

的・安定的な経営基盤を確立するため、

適切かつ弾力的な業務運営を行う。

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を

達成するためとるべき措置

独立行政法人として、自ら責任をも

って、その業務を適正かつ効率的に実

施するとともに、現下の厳しい社会経

済環境を踏まえつつ、その変化に対応

しながら、独立した経営体として持続

的・安定的な経営基盤を確立するため、

適切かつ弾力的な業務運営を行う。

１ 業務運営の効率化

効率的な業務運営が行われるよう組

織を整備するとともに、「独立行政法人

改革等に関する基本的な方針」（平成 25

年 12 月 24 日閣議決定）を踏まえ、継

続的に事務・事業や組織の点検を行い、

機動的に見直しを実施すること。

このため、民間出身の役職員の活用

拡大を行うとともに、積極的な人材投

資により職員の経営リテラシーを高

１ 業務運営の効率化

効率的な業務運営を行うため、以下

のような取組により、機動的な組織運

営を図り、都市機能の高度化及び居住

環境の向上を通じた都市の再生、良好

な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的

な確保等の業務の実施において、社会

経済情勢の変化に的確に対応するとと

もに、継続的に事務・事業や組織のあ

り方についての点検を行い、機動的に

１ 業務運営の効率化

効率的な業務運営を行うため、以下

のような取組により、機動的な組織運

営を図り、都市機能の高度化及び居住

環境の向上を通じた都市の再生、良好

な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的

な確保等の業務の実施において、社会

経済情勢の変化に的確に対応するとと

もに、継続的に事務・事業や組織のあ

り方についての点検を行い、機動的に

＜主な定量的指標＞

なし

＜その他の指標＞

なし

＜評価の視点＞

・効率的な業務運営が行われるよう組

織を整備するとともに、継続的に事

務・事業や組織の点検を行い、機動的

に見直しを実施していること。

＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

政策課題への対応、経営健全化、自

立型・自己回転型組織体への転換等を

図るため、復興支援体制の更なる強

化、エリア別・団地別経営の推進等の

ための組織改編を実施した。

また、外部講師によるコンプライア

ンス研修の実施、部門別及び圏域・地

区別の経営管理の精度向上、研修等に
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め、民間のノウハウを採り入れた実施

体制の構築を図ること。

また、技術研究所を将来的に独立行

政法人建築研究所に移管することを検

討し、平成 26年中に結論を得ること。

見直しを行う。 見直しを行う。 よる適切な情報セキュリティ対策の

推進等に取り組み、業務運営の効率化

を推進した。

これらを踏まえ、Ｂ評価とする。

（１）機動的・効率的な組織運営

政策目的の実現並びに独立の経営

体としての採算性の確保、経営効率の

向上を図るとともに、東日本大震災の

復興支援に係る体制の更なる強化を行

いつつ、「独立行政法人改革等に関する

基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日

閣議決定）に対応した業務の効率化、

スリム化に即した組織の整備を行う。

① ニュータウン事業等の新規に事業

着手しないこととされた業務につい

ては、業務の縮小に伴い、当該業務

に係る要員、事務所等を削減し、そ

の組織体制の縮小を図る。

② 民間出身の役職員の活用拡大を行

うとともに、積極的な人材投資によ

り職員の経営リテラシーを高め、民

間のノウハウを取り入れた実施体制

の構築を図る。

③ 技術研究所を将来的に独立行政法

人建築研究所に移管することを検討

し、平成 26年中に結論を得る。

④ 給与計算、資金出納、旅費計算等

の管理業務について、集約化やアウ

トソーシングの活用などによる管理

部門のスリム化を検討する。

（１）機動的・効率的な組織運営

政策目的の実現並びに独立の経営

体としての採算性の確保、経営効率の

向上を図るとともに、東日本大震災の

復興支援に係る体制の更なる強化を行

いつつ、「独立行政法人改革等に関する

基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日

閣議決定）に対応した業務の効率化、

スリム化に即した組織の整備を行う。

① ニュータウン事業等の新規に事業

着手しないこととされた業務につい

ては、業務の縮小に伴い、当該業務に

係る要員、事務所等を削減し、その組

織体制の縮小を図る。

② 民間出身の役職員の活用拡大を行

うとともに、積極的な人材投資により

職員の経営リテラシーを高め、民間の

ノウハウを取り入れた実施体制の構

築を図る。

③ 技術研究所を将来的に独立行政法

人建築研究所に移管することを検討

し、平成 26 年中に結論を得る。

④ 給与計算、資金出納、旅費計算等

の管理業務について、集約化やアウト

ソーシングの活用などによる管理部

門のスリム化を検討する。

政策課題への対応、経営健全化、

自立型・自己回転型組織体への転換

等を図るため、組織の見直しを実施。

・ 全国統一的な管理経営から各地

域や団地の特性・状況に応じた経

営に転換し収益向上を図るため、

「エリア経営部」を新設。

・ 千葉・神奈川・埼玉の３地域支

社の組織・人材を東日本都市再生

本部・東日本賃貸住宅本部に集約

し、情報・ノウハウの蓄積、業務

執行体制の効率化により、機能強

化。

・ 東日本大震災に係る復興支援を

実施している岩手及び宮城・福島

の震災復興支援局を震災復興支援

本部に改編。人員増とともに体制

強化を図り、震災復興事業の円滑

かつ迅速な推進を図る体制を整

備。

① ニュータウン事業等の新規に事業

着手しないこととされた業務につい

ては、業務の縮小に伴い、当該業務

に係る要員、事務所等を削減し、そ

の組織体制の縮小を図った。

② 職員の経営リテラシーを高め、民

間のノウハウを取り入れた実施体制

の構築を図るため、積極的な人材投

資を行うとともに、民間出身の役職

員の活用拡大を行った。
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③ 平成 26 年中に、同年度末に技術研

究所を廃止し、ＵＲ賃貸住宅の長寿

命化などの調査研究課題は、平成 27

年 4 月より、公的賃貸住宅ストック

に関する課題として建築研究所が実

施することを決定した。

④ 管理部門のスリム化を検討した結

果、経理関連業務の一部についてア

ウトソーシングを導入することと

し、平成 27 年 3月に事業者の公募を

実施した。

（２）内部統制の適切な運用

総務省の「独立行政法人における内

部統制と評価に関する研究会」が平成

22 年３月に公表した報告書（「独立行政

法人における内部統制と評価につい

て」）、及び総務省政策評価・独立行政

法人評価委員会から独立行政法人等の

業務実績に関する評価の結果等の意見

として国土交通省独立行政法人評価委

員会に通知した事項等を参考にしつ

つ、全職員を対象とした外部専門機関

による法令遵守研修の実施、内部監査

に従事する職員の資質及び能力の更な

る向上等の取組により、内部統制の一

層の充実・強化を図る。

（２）内部統制の適切な運用

総務省の「独立行政法人における内

部統制と評価に関する研究会」が平成

22 年３月に公表した報告書（「独立行政

法人における内部統制と評価につい

て」）、及び総務省政策評価・独立行政

法人評価委員会から独立行政法人等の

業務実績に関する評価の結果等の意見

として国土交通省独立行政法人評価委

員会に通知した事項等を参考にしつ

つ、全職員を対象とした外部専門機関

による法令遵守研修の実施、内部監査

に従事する職員の資質及び能力の更な

る向上等の取組により、内部統制の一

層の充実・強化を図る。

内部統制の一層の充実・強化を図

るため、以下の取組を実施した。

・ 機構の重要な意思決定におい

ては、全役員で構成される理事

会で審議。

・ 事業ごとのリスクを意識しなが

ら、リスクマネジメントを実施。

・ 機構の重要な審議機関として

の理事会の機能強化など、内部

統制システムの整備及び内部統

制推進体制の強化に向けた検討

を実施。

・ 理事長を委員長とするコンプ

ライアンス委員会において、コ

ンプライアンス実践状況の確認

等を実施。

・ 役職員のコンプライアンス意

識向上のため、外部講師による

講演会及び研修を実施。

また、監事監査において、内部統

制システムの整備とその運用状況等

について監査があり、監事監査報告

がまとめられ報告。
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（３）管理会計の活用による経営管理

の向上

経営情報をより適時適切に把握す

る等、機構の経営管理・活動管理の強

化を図るため、管理会計を活用する。

（３）管理会計の活用による経営管理

の向上

機構の経営管理・活動管理の強化を

図るため、経営管理システムを活用す

ることにより、管理会計の一層の充実

を図る。

管理会計を活用し、経営情報の適

切な把握に努め、部門別及び圏域・

地区別の経営管理の精度向上に取り

組むとともに、経営管理・活動管理

の状況について、部門別の財務情報

等を作成・公表した。

（４）情報化の推進

「サイバーセキュリティ戦略」（平成

25 年６月 10 日情報セキュリティ政策

会議決定）等の政府方針を踏まえ、適

切な情報セキュリティ対策を推進す

る。

また、公共サービス改革法に基づき、

「公共サービス改革基本方針」（平成

24 年７月 20 日閣議決定）において市

場化テストの対象と定められたＯＡ用

情報システムの運用管理業務について

民間競争入札を実施し、決定した事業

者に当該システムを安全かつ円滑に運

用させ、安定的、効率的なシステム稼

働を維持するとともに、当該事業者に

よる業務の実施状況の検証を行う。

（４）情報化の推進

「サイバーセキュリティ戦略」（平成

25年６月10日情報セキュリティ政策会

議決定）等の政府方針を踏まえ、適切

な情報セキュリティ対策を推進する。

機構の情報セキュリティ水準の維

持向上を図る主な取組として、以下

の事項を実施した。

① 機構ホームページ等の改ざん

や情報漏洩等を防止するため、

ネットワーク（62ＩＰアドレ

ス）、ウェブアプリケーション

（64ＵＲＬ）及びホームページ

コンテンツ（約３．１万ページ）

の脆弱性検査を実施。

その結果検出された、直ちに

対策すべき脆弱性については、

即時に対策を講じた。

② 新規採用職員及び全国の各階

層の職員に対して情報セキュリ

ティに関する研修を実施した。

③ セキュリティ対策アンケート

の結果やその内容を踏まえた注

意喚起や、研修で周知した内容

をイントラネット上に掲示し、

全職員に発信した。

４．その他参考情報

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載）

無し
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１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅱ－２

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

２ 適切な事業リスクの管理等

（１）事業リスクの管理

（２）事業評価の実施

当該項目の重要度、難易度 －

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終年

度値等）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な情報

無し

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価

業務実績 自己評価

２ 適切な事業リスクの管理等

(１)事業リスクの管理

機構が、地方公共団体や民間事業者

のみでは実施困難な都市再生のための

事業を進めるに当たっては、事業リス

クの把握・管理、及びその精度向上を

図るとともに、必要に応じて、事業の

見直しを行うこと。

２ 適切な事業リスクの管理等

(１)事業リスクの管理

機構が参画することにより、地方公

共団体や民間事業者のみでは実施困難

な都市再生のための事業を推進させる

際には、的確な事業リスクの把握・管

理を行うことが必要であり、採算性を

考慮した上で、以下の取組を徹底する。

２ 適切な事業リスクの管理等

(１)事業リスクの管理

的確な事業リスクの管理を行うた

め、平成 26年度においては、以下の取

組を引き続き実施・徹底する。

＜主な定量的指標＞

なし

＜その他の指標＞

なし

＜評価の視点＞

・事業リスクの把握・管理、及びその

精度向上を図るとともに、必要に応じ

て、事業の見直しを行っていること

・事業の効率性及びその実施過程の透

明性の確保を図るため、適切に事業評

価を実施していること

＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞

評価：Ｂ

新規事業着手段階のすべての地区

において、リスクの抽出・分析等を行

い、予めリスク分担や軽減策を検討す

る等、事業着手の可否についての判断

を着実に実施した。

また、事業実施段階のすべての地区

において、事業執行管理調書を作成

し、リスクの定期的管理を行い、適宜

見直しを実施した。

事業評価については、事業の効率性

及びその実施過程の透明性の確保を図

るため、適宜適切に事業評価を実施し

た。

これらを踏まえ、Ｂ評価とする。
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① 新規事業の着手に当たっては、

機構が負うこととなる事業リスクに

ついて、事業期間、地価、工事費、

金利等の変動リスクを十分に踏まえ

た経営計画等を策定の上で、事業着

手の可否を判断する。

① 新規事業の経営計画等の策定に

際しては、以下の方法により個別事業

毎に事業リスクへの対策をとること

とする。

イ 事業リスクの抽出

事業期間中に発生する可能性のあ

る、事業期間、地価、工事費等の変

動リスクを抽出する。

ロ 事業リスク軽減方策とリスク分

担の検討

抽出したリスクに対して、軽減

するための措置を検討するととも

に、リスクの種別等に応じて地方

公共団体、民間事業者等との適切

なリスク分担を図る。

ハ 経営計画等の策定

・正味現在価値の算出等により、機

構が負うこととなる事業リスクを

踏まえた経営計画等を策定し、事

業着手の可否について判断する。

・デシジョンツリーの作成により、

事業見直しの基準とリスクの発生

が予想される時期等を明確にし、

その時期において必要に応じ事業

計画の見直しを行うことができる

計画とする。

① 新規事業着手段階の63地区すべ

ての経営計画等の策定に際して、事

業リスク管理手法に基づいて、事業

中に発生する可能性のあるリスク抽

出とその軽減・分担方策の検討、正

味現在価値の算出等を踏まえた経営

計画を策定し、事業着手の可否につ

いて判断を行った。
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② 事業着手後においても、事業を

実施中のすべての地区において、毎

年、定期的な事業リスクの管理を行

うことと併せて、土地取得・事業計

画策定・工事着工・土地譲渡等の事

業の各段階に応じて、採算見通し、

事業リスクを定量的に把握すること

とし、適宜、その精度の向上を図る

ために事業リスクの管理手法等の見

直しを行う。必要に応じて事業の見

直しを行い、特に不採算事業につい

ては、徹底的な見直しを行う。

② 事業の実施に当たっては、引き続

き、事業資産の販売先の早期確定、民

間との共同事業化等、事業リスクを軽

減するための措置を可能な限り講ず

る。

② 事業実施に当たっては、事業資

産の販売先の早期確定や関係者との

適切な役割分担を中心にリスクの軽

減策を講じた。

③ 事業実施中のすべての地区にお

いて、事業執行管理調書を用いて、定

期的な採算見通し、事業リスクのモニ

タリングを行い管理する。また、デシ

ジョンツリーにおいて示された土地

取得・資金調達・事業計画策定・工事

着工・土地譲渡等の事業の各段階に応

じ、事業リスクを引き続き定量的に把

握して管理する。その結果、事業見直

しが必要と判断される地区について

は、事業見直しを行い、特に不採算事

業については、徹底的な見直しを行

う。

また、事業見直しの可能性を十分考

慮し、見直しを行う必要性の有無を確

認する時期を予め明確にするととも

に、その基準を個々に定める進め方と

する。

③ 事業実施段階のすべての地区

（平成 26 年４月１日時点：287 地区）

において、事業リスク管理手法に基

づき、事業執行管理調書を作成し事

業リスクの定期的管理を行い、これ

を踏まえて、90 地区の事業見直しを

行った。

(２)事業評価の実施

事業の効率性及びその実施過程の透

明性の確保を図るため、事業評価を実

施すること。

(２)事業評価の実施

個別事業の効率性及びその実施過程

の透明性の一層の向上を図るため、引

き続き、機構独自の実施要領等に基づ

き、新規、事業中及び事後の実施段階

に応じて、対象となる事業毎に事業の

必要性、費用対効果、進捗の見込み等

について評価を行い、必要に応じて事

業の見直しを行うほか、継続が適当で

ない場合には事業を中止する等の対応

(２)事業評価の実施

個別事業の効率性及びその実施過程

の透明性の一層の向上を図るため、引

き続き、機構独自の実施要領等に基づ

き、新規、事業中及び事後の実施段階

に応じて、対象となる事業毎に事業の

必要性、費用対効果、進捗の見込み等

について評価を行い、必要に応じて事

業の見直しを行うほか、継続が適当で

ない場合には事業を中止する等の対応

新規採択時評価10件、再評価２件、

事後評価３件を実施した。

新規採択時評価においては、「事業

の目的及び機構参画の意義」「政策効

果分析」「事業を実施することによる

効果・影響」「実施環境」の４つの観

点から評価を行った。

再評価及び事後評価においては、

学識経験者等の第三者から構成され
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方針を定める。

また、再評価及び事後評価の実施に当

たっては、学識経験者等の第三者から

構成される事業評価監視委員会の意見

を聴くものとする。

評価結果及び審議の結果を踏まえた

機構の対応方針については、これをホ

ームページに公表することにより、事

業の透明性の確保を一層推進する。

なお、都市再生事業の再評価を実施

する際には、引き続き、都市再生事業

実施基準の趣旨を踏まえ、地方公共団

体及び民間事業者との役割分担を徹底

した上で、リスク管理や事業中止の判

断等を適切に行い、その再評価結果に

ついては、新規採択時評価と同程度の

評価内容をホームページに公表する。

方針を定める。

また、再評価及び事後評価の実施に当

たっては、学識経験者等の第三者から

構成される事業評価監視委員会の意見

を聴くものとする。

評価結果及び審議の結果を踏まえた

機構の対応方針については、これをホ

ームページに公表することにより、事

業の透明性の確保を一層推進する。

なお、都市再生事業の再評価を実施

する際には、引き続き、都市再生事業

実施基準の趣旨を踏まえ、地方公共団

体及び民間事業者との役割分担を徹底

した上で、リスク管理や事業中止の判

断等を適切に行い、その再評価結果に

ついては、新規採択時評価と同程度の

評価内容をホームページに公表する。

る事業評価監視委員会の審議の結果

を踏まえ、機構の対応方針を決定し、

評価結果と併せて公表した。

４．その他参考情報

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載）

無し
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１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅱ－３

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

  ３ 一般管理費・事業費の効率化

  ４ 総合的なコスト削減の実施

当該項目の重要度、難易度 －

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終年

度値等）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な情報

一般管理費につい

て、平成 25 年度と平

成 30 年度を比較し

て 5％程度に相当す

る額を削減

（計画値）

５％程度 － － － － － ５％程度

一般管理費につい

て、平成 25 年度と平

成 30 年度を比較し

て 5％程度に相当す

る額を削減

（実績値）

－ － 4.97％ － － － －

達成率 － － － － － － －

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価

業務実績 自己評価

３ 一般管理費・事業費の効率化

一般管理費（人件費、公租公課等の

所要額計上を必要とする経費を除く。）

について、第二期中期目標期間の最終

年度（平成 25 年度）と中期目標期間の

最終年度（平成30年度）を比較して５％

程度に相当する額を削減すること。

また、事業費については、引き続き、

３ 一般管理費・事業費の効率化

一般管理費（人件費、公租公課等の

所要額計上を必要とする経費を除く。）

について、中期目標期間に想定される

消費増税による増加分を経営合理化に

より吸収した上で、第二期中期目標期

間の最終年度（平成 25 年度）と中期目

標期間の最終年度（平成 30 年度）を比

較して５％程度に相当する額を削減す

る。

また、事業費については、引き続き、

３ 一般管理費・事業費の効率化

一般管理費（人件費、公租公課等の所

要額計上を必要とする経費を除く。）に

ついては、中期計画に掲げた目標の達

成に向け、削減を行う。

また、事業費については、引き続き、

＜主な定量的指標＞

一般管理費（人件費、公租公課等の

所要額計上を必要とする経費を除く。）

について、第二期中期目標期間の最終

年度（平成 25年度）と中期目標期間の

最終年度（平成30年度）を比較して５％

程度に相当する額を削減

＜その他の指標＞

なし

＜主要な業務実績＞

一般管理費については、平成 25 年

度（第二期中期目標期間の最終年度）

と比較し、平成 26 年度予算において

4.97％に相当する額の削減を行うこ

ととし、日常的な経費の一層の節減

に全社的に取り組む等、適正に実行

した。

また、事業費については、政策的

意義が高い事業や機構の収益改善効果

が高い事業に重点的に配分するととも

＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

日常的な経費の一層の節減に全社

的に取り組む等経費削減を着実に実

施した。

また、事業費については、政策的意

義の高い事業や収益改善効果が高い

事業に重点的に配分するとともに、事

業の効率的な執行によるコスト改善

を着実に実施した。

事業コストの削減については、賃貸住
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事業の効率的な執行によるコスト改善

を図ること。なお、ニュータウン事業

等の経過措置業務については、中期目

標期間中の供給・処分完了に向けた取

組を促進し、都市再生事業・賃貸住宅

事業については、多様な民間連携手法

を活用し、政策的意義が高い事業や機

構の収益改善効果が高い事業に重点的

に配分すること。

事業の効率的な執行によるコスト改善

を図る。なお、ニュータウン事業等の

経過措置業務については、中期目標期

間中の供給・処分完了に向けた取組を

促進し、都市再生事業・賃貸住宅事業

については、多様な民間連携手法を活

用し、政策的意義が高い事業や機構の

収益改善効果が高い事業に重点的に配

分する。

事業の効率的な執行によるコスト改善

を図る。なお、ニュータウン事業等の

経過措置業務については、中期目標期

間中の供給・処分完了に向けた取組を

促進し、都市再生事業・賃貸住宅事業

については、多様な民間連携手法を活

用し、政策的意義が高い事業や機構の

収益改善効果が高い事業に重点的に配

分する。

＜評価の視点＞

・一般管理費・事業費の効率化につい

ては、適切な経費削減及びコスト縮減

等を行っていること。

に、引き続き事業コストの縮減、賃

貸住宅管理コストの削減及び不採算

事業の見直し等、事業の効率的な執

行によるコスト改善に取り組んだ。

宅修繕工事の部品・仕様の見直しやリ

バースオークション方式、発注の大括

り化、入札前価格交渉方式等の契約方

式の導入により、外部調達コストの低

減を図る取組を展開した。

これらを踏まえ、Ｂ評価とする。

４ 総合的なコスト削減の実施

事業コストの削減については、コス

ト構造の改善に関するプログラム等を

策定の上、それに基づき総合的なコス

トの縮減を行うとともに、外部調達コ

ストの一層の削減に取り組むこと。こ

れらにより与えられた条件の下でコス

トの最小化とサービスの最大化を図る

こと。

４ 総合的なコスト削減の実施

平成 24 年度までの「都市機構事業コ

スト構造改善プログラム（平成 20年度

策定）」に基づき、設計・積算に当たっ

ての規格や発注方式の見直し等コスト

構造の改善に継続して取り組むととも

に、国の動向を踏まえ新たなプログラ

ム等を策定し、具体的な施策を着実に

推進する。

また、入札等に当たっては、価格交渉

方式の導入や総合評価方式の見直し

等、応札者の価格低減余地を引き出す

運用を拡大し、外部調達コストの一層

の削減に取り組む。

更に、賃貸住宅事業については、仕

様の精査や発注方法を見直すこと等

(一部修繕工事へのリバースオークシ

ョン方式や発注方法の大括り化、並び

に修繕コストの透明化の試行実施等)

による修繕費支出の抑制等により、コ

スト削減を行う。

４ 総合的なコスト削減の実施

平成 24年度までの「都市機構事業コ

スト構造改善プログラム（平成 20 年度

策定）」に基づき、設計・積算に当たっ

ての規格や発注方式の見直し等コスト

構造の改善に継続して取り組むととも

に、国の動向を踏まえ新たなプログラ

ム等を策定し、具体的な施策を着実に

推進する。

また、入札等に当たっては、価格交渉

方式の導入や総合評価方式の見直し

等、応札者の価格低減余地を引き出す

運用を拡大し、外部調達コストの一層

の削減に取り組む。

更に、賃貸住宅事業については、仕様

の精査や発注方法を見直すこと等(一

部修繕工事へのリバースオークション

方式や発注方法の大括り化、並びに修

繕コストの透明化の試行実施等)によ

る修繕費支出の抑制等により、コスト

削減を行う。

＜主な定量的指標＞

なし

＜その他の指標＞

なし

＜評価の視点＞

・事業コストの削減については、総合

的なコストの縮減を実施するととも

に、外部調達コストの一層の削減に取

り組み、コストの最小化とサービスの

最大化に努めていること。

＜主要な業務実績＞

コスト縮減方策として、以下の取

組を行った。

①事業のスピードアップ

「周辺基盤整備完了前の土地の早期

販売」等

②計画・設計・施工の最適化

「大規模発注方式」（大括り化によ

る発注方式）等

③維持管理の最適化

「長寿命化によるライフサイクルコ

スト構造の改善」など

④調達の最適化

「枠組み協定一括入札方式」

「設計・施工一括発注方式」

「資材価格調査（臨時調査）」

「リバースオークション」

「フレックス工期」

「入札前価格交渉方式」等

外部調達コストの一層の削減方策

として、フレックス工期による契約

方式※の導入により事業者間の競争

を促進する運用を拡大するととも

に、入札前価格交渉方式の実施によ

る応札者の価格低減余地を引き出す

運用の拡大等に努めた。

また、コスト削減に関する役職員

の意識向上を図る目的で、社内研修

等において啓蒙を図るとともに、「Ｙ

Ｙサイト（良いものを安く）」を社内
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イントラネットに開設することで常

時閲覧可能としている。

※フレックス工期による契約方式：

実施工事期間より長めの工期末を

設定し、受注者が自らにとって最

も効率的な着工時期（発注者が定

める着工期限までに限る。）を選択

することができる方式。

賃貸住宅事業については、仕様の

精査や発注方法の見直し（一部修繕工

事に係るリバースオークション方式の

試行実施、発注方法の大括り化及び修

繕コストの透明化等）により、コスト

削減の取組を着実に実施した。

４．その他参考情報

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載）

無し
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１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅱ－４
Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

  ５ 入札及び契約の適正化の推進

当該項目の重要度、難易度 －

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終年

度値等）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な情報

無し

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価

業務実績 自己評価

５ 入札及び契約の適正化の推進

機構は国の財政支出や財政投融資を

用いて多額の契約を行い公共事業を実

施していることから事業の実施におい

て、機構に対する信頼性が確保される

よう、法令順守及び契約の適正性を確

保するための体制の強化を図るととも

に、平成 22 年度に策定した「随意契約

等見直し計画」を着実に実施し、取組

状況を公表すること。

また、引き続き入札談合等関与行為

の防止対策を徹底するとともに、監事

による監査において、入札・契約の適

正な実施について監査を受けること。

５ 入札及び契約の適正化の推進

入札及び契約手続における透明性の

確保、公正な競争の確保、不正行為の

排除の徹底等を推進し、公共事業を実

施する者としての信頼性が確保される

よう、法令順守及び契約の適正性を確

保するための体制の強化を図るととも

に、平成 22 年６月に策定した「随意契

約等見直し計画」を着実に実施し、そ

の取組状況をホームページで公表す

る。

更に、入札談合等関与行為を確実に

防止する観点から、当該行為の防止対

策について引き続き研修を実施する等

の取組を行うとともに、必要に応じ更

なるコンプライアンスの推進や入札及

び契約手続の見直し等を実施すること

で、防止対策の徹底を図る。

また、入札・契約の適正な実施につ

いて、監事の監査によるチェックを受

けるものとする。

５ 入札及び契約の適正化の推進

入札及び契約手続における透明性の

確保、公正な競争の確保、不正行為の

排除の徹底等を推進し、公共事業を実

施する者としての信頼性が確保される

よう、法令順守及び契約の適正性を確

保するための体制の強化を図る。

また、「随意契約等見直し計画」を着

実に実施し、その取組状況についてホ

ームページで公表するとともに、監事

及び外部有識者によって構成する契約

監視委員会において点検を受ける。当

該点検等を踏まえて、契約に係る情報

の公開の範囲の拡大に努める。

更に、入札談合等関与行為を確実に

防止する観点から、当該行為の防止対

策について引き続き研修を実施する等

の取組を行うとともに、必要に応じ更

なるコンプライアンスの推進や入札及

び契約手続の見直し等を実施すること

で、防止対策の徹底を図る。

また、入札・契約の適正な実施につ

いて、監事の監査によるチェックを受

ける。

＜主な定量的指標＞

なし

＜その他の指標＞

なし

＜評価の視点＞

法令順守及び契約の適正性を確保す

るための体制の強化を図るとともに、

平成 22 年度に策定した「随意契約等見

直し計画」を着実に実施していること。

＜主要な業務実績＞

平成26年度においても随意契約の

見直しに係る取組を着実に実施し、

競争性のない随意契約について平成

20年度 866億円あったものを真にや

むを得ないものだけの 132 億円まで

削減した。具体的な取組は以下のと

おり。

・ 平成 26 年度１者応札・１者応募

となった契約 335 件については、

より一層の競争性を確保するた

め、その推測される要因を踏まえ、

業者等のヒアリングを行ったうえ

で、情報提供の拡充、公告等期間

の十分な確保、応募要件の一層の

緩和、仕様書の充実、業務準備期

間の確保及び再公募の実施などの

改善方策を実施した。

・ ２回連続で１者応札・１者応募

となった案件については、契約手

続に入る前に事前検証を行うこと

とし、検証結果と改善策をホーム

＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

「随意契約等見直し計画」に基づく

取組を着実に実施し、競争性のない随

意契約について、平成 20 年度 866 億

円あったものを真にやむを得ないも

のだけの132億円まで削減するととも

に、1 者応札・1 者応募となった契約

については、改善策を講じる等、適切

に対応した。

また、2 回連続で 1 者応札・1 者応

募となった案件は、契約前に検証を行

い、改善策をホームページで公表する

とともに、定期的に契約監視委員会に

おける点検も実施などの改善方策を

実施した。

これらを踏まえ、Ｂ評価とする。
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ページにおいて公表した。また、

契約監視委員会（原則として四半

期に１回開催）における点検も実

施した。

・ 機構と一定の関係を有する法人

が契約相手方となった場合におい

ては、当該契約に係る情報等を機

構ホームページに公表した。

・ 引き続き暴力団排除の徹底を図

るとともに、排除対象者を機構ホ

ームページで公表することとし

た。

・ 入札・契約の適正な実施（一般

競争入札の拡大及び１者応札等の

改善）について、監事の監査によ

るチェックを受けた。

更に、入札談合等関与行為を確実

に防止する観点から、当該行為の防

止対策について引き続き研修等を実

施し、公共事業を実施する者として

の信頼性が確保されるよう、法令遵

守及び契約の適正性を確保するため

の体制の維持・強化を図った。

４．その他参考情報

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載）

なし


